
 

 

 

産廃特措法の一部改正案の概要と県の対応方針 

 

 

１ 国の動向 

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法

律案が２月２１日に国会に提出されました。 

主な改正の内容は、 

①法律の期限を平成３５年３月３１日まで１０年間延長する 

②県は支障の除去等に関する実施計画について、平成２５年３月３１日までに環境大

臣に協議しなければならない 

などとなっています。 

 

２ 対応方針 

県は、平成２５年度以降も国の財政支援を受けながら特定支障除去等事業を実施す

るため、実施計画の変更作業を行います。 

廃棄物等の撤去は平成２５年度中の完了を見込んでいますが、事業期間は現場の最

終的な保全目標及びその達成に必要な事業内容についての協議会のご意見を踏まえ

て決定します。 

 

 

 

 

資料５ 



特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法
の一部を改正する法律案

（１） 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法（平
成15年法律第98号）の有効期限（平成25年３月31日）を平成35年３月31
日まで延長する。

（２） 環境大臣は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成34年
度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本方針を定めること
とする。

（３） 都道府県等は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する
実施計画について、平成25年３月31日までに環境大臣に協議しなけれ
ばならないこととする。。

改正内容（案）

○ 計画策定時の見込み以上の量の産業廃棄物が確認されたなどの理由
から、都道府県等が平成25年３月31日までに特定支障除去等事業を完了
させることが困難な事案がある。

○ 事案の発覚の遅れ等の事情から、現時点では特定支障除去等事業とし
て国による支援の対象となっていないものの、新たに都道府県等が支援
対象とすることを希望している事案がある。

改正の必要性

○ 都道府県等が行う特定支障除去等事業を迅速かつ着実に完了させる
ため、平成25年以降も引き続き支援措置が必要。

○ 平成10年６月16日以前に行われた不法投棄等による支障の除去等を計
画的かつ着実に推進するため、都道府県等が行う特定支障除去等事業
に対し平成25年３月31日までの間、国が支援措置を講ずるもの。

法律の概要



産廃特措法により支障除去事業を実施中の事案

都道府県等名 場所の形態 投棄等量※１

香川県豊島 中間処理施設 約５６万㎥(汚染土壌等
を含む)

青森県田子町
岩手県二戸市※２

中間処理施設
（岩手県側には施設なし）

約９１．８万㎥

秋田県能代市 中間処理施設、管理型最
終処分場、安定型最終処
分場

約１０１万トン

福井県敦賀市 管理型最終処分場 約１１９万㎥
(内産廃約84万トン、一
廃約35万トン)

宮城県村田町 中間処理施設、安定型最
終処分場

約１０３万㎥

横浜市 管理型最終処分場 約９１万㎥

岐阜市※３ 中間処理施設 約７５．３万㎥

福岡県宮若市※３ 中間処理施設 約３．３千㎥

三重県桑名市（五反田） 山林（自社安定型処分場
と称す）

約２．７万㎥

今後、環境大臣の同意への申請見込みのある事案

三重県四日市市(内山)

三重県四日市市(大矢知・平津)

三重県桑名市（源十郎新田）

滋賀県栗東市

参考

※１ 投棄等量は、都道府県から当初提出された実施計画に基づくもの。
※２ 青森県、岩手県事案については各県ごとに１事案とする。
※３ 岐阜市、福岡県宮若市の事案については平成２４年度中に事業完了見込。
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